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はじめに

『高層マンションに住んでいるので、床上浸水の心配はない。』
「火災、落雷、破裂・爆発」以外の補償はお客さまのご要望に応じて
ご選択いただけます。

CCONTENTSONTENTS

主な
保険用語の
ご説明

はじめに
スイートホームプロテクションとは

1.保険の対象をお決めください
●次のものを保険の対象とすることができます。

P1

スイートホームプロテクションの仕組み
お客さまの必要な補償をご要望に応じて
お選びいただけます。

基本補償＋地震保険
保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いできない主な場合

主な保険用語のご説明

P3

P5

P7～

重要事項説明書
（契約概要・注意喚起情報）
ご契約時にご確認いただきたいこと
ご契約後にご注意いただきたいこと

主なオプション（特約）とその概要
基本補償にプラスすることで
より幅広いリスクをカバーできます。

P11～

常に開いて
ご覧ください。

お客さまのご要望にお応えしました。

『家が川の近くに建っているので、水災の補償は手厚くしたい。』
「水災」の補償は充実の「100％（損害額）型」をご用意しました。

『両親と同居するためにオール電化の二世帯住宅を新築した。』
火を使わないご家庭向けの「オール電化住宅割引」やたばこを吸わないご家庭
向けの「ノンスモーカー割引」など、お客さまのご要望を割引に反映しました。
また、地球に優しい省エネ住宅向けの「発電エコ住宅割引」を導入しました。

火 災
のリスク

自分で必要と思う補償だけ、納得して選びたい！

大切な「わが家」には、補償を充実させたい！

割引をわかりやすく、充実させて欲しい！

P19

ご要望1

たとえば

ご要望2

たとえば

ご要望3

たとえば

安心の新価（再調達価額）実損払方式
『時価払』の火災保険では時価額を
ご契約金額としてご契約いただく
ため、建物に損害が発生した場合、
今までと同等の建物を建てること
ができませんでした。
スイートホームプロテクションは、
建物に損害が発生した場合、ご契
約金額を上限として、同等のものを
新たに購入できる金額を補償しま
す。

『新価（再調達価額）実損払』で復旧
「新価（再調達価額）実損払」とは？
事故が起きた時、保険の対象を再調達（注）するのに必要な金額の
実額をご契約金額を限度にお支払いすることをいいます。
（注）再調達とは、建物を修理または再築すること、家財を修理また

は新品を購入することをいいます。

『時価払』の火災保険で復旧

月日が経過すると建物は老朽化し、年々その価値が失われていきます。

時価 同等のものを新たに建築または
購入するのに必要な金額

年数の経過による価額の
減少分、使用による消耗分＝ －

10年前に新築

火災などの
災害発生

スイートホームプロテクションとは
あなたの大切なお住まいは、火災をはじめ台風や地震 などの自然災害や
その他の日常生活における災害などさまざまなリスクに さらされています。
また、お住まいの地域や一戸建てまたはマンションなど のライフスタイルによってリスクも変化します。
お客さまのニーズにあわせた最適なプランをお選び いただけるよう
充実した補償や特約をご用意しています。

自然災害
のリスク

日常災害
のリスク

地震
保険

ご契約の手順

2.補償をお選びください
●すまいのリスクをご確認ください。
●地震保険もおすすめします。

3.オプション（特約）をお選びください
●補償の充実をご検討ください。

4.ご契約金額をお決めください

5.保険期間をお決めください

6.割増引をご確認ください

建  物 家  財 建  物 ＋ 家  財

●！重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）をご覧ください。

●！割引の適用にあたり確認書類の提出をお願いする場合があります。

■一定の耐火基準を有する建物の場合

■オール電化住宅の場合

■太陽光発電システム、エネファームを備え付けている場合

■2010年1月1日以降新築の建物の場合

■ご家族がたばこを吸わない場合

■1980年12月31日以前に建築された建物の場合

割増引の概要

耐火性能割引（T構造耐火性能割引・H構造耐火性能割引）

オール電化住宅割引

発電エコ住宅割引

新築物件割引

建築年割増

ノンスモーカー割引  （ご契約期間1年の場合のみ）
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AIUの火災保険 スイートホームプロテクションの仕組み

オプション（特約）

地震保険基本補償

台風で屋根の一部
が壊れた。

豪雨で床上浸水とな
り、床や壁に損害が
生じた。

給排水設備から漏
水し、床や壁に損害
が生じた。

デモ行進中に壁や
塀を壊された。

泥棒にドアのカギ
や窓ガラスを壊さ
れた。

模様替えをしている
際に家具でドアに穴
をあけてしまった。

火災

●❷ ●❸ ●❺ ●❻

基本補償にプラスすることで、より幅広いリスク をカバーできます。

お客さまの必要な補償をご要 望に応じてお選びいただけます。
※❶火災のリスクと●10損害防止費用保険金は、ご要望の有無にかかわらず 必須補償となります。

落雷 破裂・爆発 風災・ひょう災
・雪災 水災 水濡れ 労働争議に

伴う破壊行為 盗難
不測かつ
突発的な事故
（破損、汚損など）

プププププププラララララプ スススススララプラスプラス
火災のリスク 自然災害のリスク 日常災害のリスク

新価（再調達価額）実損払（ご契約金額限度） ●！ご契約条件によっては、お支払いする保険金の額が再調達価額に
満たない場合があります。

上記●❶～●❺の事故により損害保険金 が支払われ、臨時に費用が生ずる場合に補償します。

損害の発生、拡大を防止するために 費用が生ずる場合に補償します。

地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原 因の火災で、家財を収容する建物が半焼以上または家財が全焼となったときに補償します。

自動車 に当て逃げ
され、塀 が壊された。

台風で窓が割れて雨が
部屋に入り、家電製品
が使用不能になった。

豪雨で床上浸水とな
り、家具や家電製品が
使用不能になった。

給排水設備から漏
水し、家電製品が使
用不能になった。

デモ行進中に物を
投げられ、家具が壊
れてしまった。

泥棒に家電製品を
盗まれた。

掃除中に誤ってテレ
ビを倒し、壊してし
まった。

自動車 の飛び込み
で家具 が壊れた。

上記●❶～●❻の事故により損害保険金 が支払われ、残存物取片づけ費用が生ずる場合に補償します。

●❼事故時諸費用保険金

●10損害防止費用保険金

●❾地震火災費用保険金

●❽残存物取片づけ費用保険金

●❶

ドアロック交換費用 臨時賃借・宿泊費用

●❹

保険の対象（建物
や家財）に右記の
事故が起こったと
きに損害保険金を
お支払いします。

損害保険金

損害保険金以外に
も、様々な費用をお
支払いします。

その他
費用保険金

建物の追加補償
個人・受託品賠償責任
他人への補償ご近所への補償

物体
飛来

の落下・
・衝突等

「家財」を保険の対象とした場合、上記❶～❻の
事故により損害を受けた場合に加え、通貨など
の盗難による損害を受けた場合も補償されます。
●！通貨などの盗難の場合は❼❽は支払われません。

見落としが
ちな

見落としが
ちな

大きな損害
！

大きな損害
！見落としが
ちな

大きな損害
！見落としが
ちな

大きな損害
！

建物のみのご契約では
「家財」は補償されません。類焼損害防犯装置設置費用

地震などによる損害
については地震保険
をご契約されることを
おすすめします。

地震による倒壊

噴火による災害

津波による災害

地震による火災

●！スイートホームプロテクションで
は地震もしくは噴火またはこれら
による津波を原因とする災害に
よる損害については●9 地震火災
費用保険金を除き保険金をお支
払いできません。

建物

家財

料理の火で住宅が燃えてしまった。

落雷で家電製品がショートした。

主なオプション（特約）については、7ページ以降をご参照ください。

例えば

例えば
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基本補償＋地震保険

●ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは
重大な過失または法令違反

●戦争・内乱その他これらに類似の事変や暴動
●地震・噴火またはこれらによる津波（地震火災費用保険金により一部お支
払いする場合があります。地震保険のご加入をご検討ください。） など

火災、落雷、破裂・爆発●❶

損害保険金

家財を保険の対象とする場合でも、
以下のものは保険の対象に含まれません。
・自動車や船舶など
・通貨、小切手、有価証券、預貯金証書
（通貨などの盗難を除きます。）
・クレジットカードや稿本、設計書、帳簿など
・動物、植物などの生物
・データやプログラムなどの無体物　など

！

その他費用保険金

風災・ひょう災・雪災●❷

水災●❸

盗難●❺

不測かつ突発的な事故（破損、汚損など）●❻

物体の落下・飛来・衝突等、水濡れ、労働争議に伴う破壊行為●❹

火災
のリスク

日常災害
のリスク

自然災害
のリスク

■水災による保険金お支払方法（ご契約の型によりお支払方法が異なります。）
損害の程度

① 再調達価額の30％以上の損害

② 
ア. 再調達価額の15％～30％未満の損害

イ. 再調達価額の15％未満の損害

ご契約金額×15％
（1敷地内ごとに300万円限度）

ご契約金額×5％
（1敷地内ごとに100万円限度）

Ⅰ型-100％（損害額）

損害の額×100％

損害の額×100％

ご契約金額×15％
（1敷地内ごとに300万円限度）

ご契約金額×5％
（1敷地内ごとに100万円限度）

損害の額×70％

Ⅱ型-100％（一部定率） Ⅲ型-70％縮小（一部定率）

●●！Ⅱ型、Ⅲ型の場合で、②アとイの損害保険金の合計額は、1事故1敷地内ごとに300万円を限度とします。

火災、落雷または破裂もしくは爆発によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合

風災、ひょう災または雪災によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合

盗難によって保険の対象である建物または家財について盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合

不測かつ突発的な事故（注）によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
損害の額から自己負担額（ご契約条件により1万円または10万円）を差し引いて保険金をお支払いします。
（注）上記❶～❺以外の事故をいいます。
●！ただし保険の対象が家財の場合は30万円が限度

①水災によって保険の対象である建物または家財が損害を受け、それぞれの再調達価額の30％以上の損害が生じた場合
②保険の対象である建物または家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った
結果、保険の対象である建物または家財にそれぞれの再調達価額の30％未満の損害が生じた場合

●建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突も
しくは接触によって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合

●給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または
いっすい

溢水に
よる水濡れによって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合

●騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象である
建物または家財について損害が発生した場合

Ⅱ型（損害額20万円以上型）Ⅰ型（自己負担型）
損害の額が20万円以上となった場合に、自己負担
額なしで保険金をお支払いします。
●！損害の額が20万円に満たない場合には保険金
をお支払いできません。

損害の額から自己負担額（ご契約条件により10万円
または20万円）を差し引いて保険金をお支払いします。
支払保険金＝損害の額－自己負担額
●！契約条件によっては自己負担額のないご契約もできます。

■風災・ひょう災・雪災による保険金お支払方法（ご契約の型によりお支払方法が異なります。）

●！家財が屋外にある間に生じた盗難、家財の置き忘れまたは紛失は対象になりません。

A .  建物・家財（下記B.を除く）の場合

B.  通貨などの盗難の場合
生活用の通貨、小切手、切手または印紙、預貯
金証書（キャッシュカード含む）または乗車券
などの盗難をいいます。
（家財を保険の対象とした場合のみ）

損害の額
[ご契約金額を限度に保険の対象の再調達価額による]
損害の額
[通貨、小切手、切手または印紙：1事故1敷地内ごとに合計20万
円限度]
[預貯金証書：1事故1敷地内ごとに200万円または家財のご契
約金額のいずれか低い額を限度]
[乗車券など：1事故1敷地内ごとに5万円限度]

盗難による被害物 お支払いする保険金
■盗難による保険金お支払方法

●保険金をお支払いできない主な場合

地震の備えは「地震保険」で

●保険金をお支払いする主な場合

保険の対象に以下の事故が起こったときに損害保険金をお支払いします。

損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。

以下の事由によって起こった損害に対しては保険金をお支払いできません。
すべての内容を記載しているものではないため、
詳細は「保険の約款」をご参照ください。

地震保険
スイートホームプロテクションだけでは、大切な建物や家財について、
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。
地震保険を合わせてご契約いただくことをおすすめします。

全　　　損 地震保険のご契約金額の100％（時価が限度）

損害の程度（注1） お支払いする保険金

半　　　損 地震保険のご契約金額の50％（時価の50％が限度）

一　部　損 地震保険のご契約金額の5％（時価の5％が限度）

プププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププラララプ スススススススラプラスプラス

〈保険金をお支払いする場合〉

・ご契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故 ・地震等の際における紛失または盗難　　
・地震などが発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた事故 ・戦争、内乱などによる事故  など

〈お支払いできない主な場合〉

〈地震保険料控除制度〉
地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。詳しくは14ページ〔6.保険料（1）保険料の割増引について〕をご参照ください。

・ご契約者が個人の場合、お支払いいただいた地震保険料のうち、所定の金額については、税法上の地震保険料控除の対象となります。
・下記は2010年（平成22年）4月現在の税法上の取扱概要を記載したものです。今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。

〈地震保険の割引制度〉

〈お支払いする保険金〉

（注1）損害の程度である「全損」、「半損」および「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳しくは保険の約款、ご契約のしおりにてご確認ください。

（注2）地震保険のご契約期間が1年を超える場合（地震保険長期契約）で、一括で保険料をお支払いいただいた場合には、お支払いいただいた保険料を地震保険
のご契約期間で除した額が毎年の控除対象額となります。分割払の場合には、実際にその年中にお支払いいただいた地震保険料が、控除対象額となります。

地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象である建物または家財に損害が発生した場合に、保険金をお支払いします。

●！通貨などの盗難の場合は、❼❽は支払われません。

所得税の取扱い

地震保険

最高5万円

払込地震保険料の全額（注2）

対象契約

控除額限度

控除対象額

概 要

住民税の取扱い

最高2万5千円

払込地震保険料の半額（注2）

●❼事故時諸費用保険金

●❽残存物取片づけ費用保険金

●❾地震火災費用保険金

〈保険金をお支払いする場合〉左記①～⑤の事故により損害保険金が支払われ、臨時に費用が生じる場合

左記①～⑥の事故により損害保険金が支払われ、残存物取片づけ費用が生じる場合〈保険金をお支払いする場合〉

地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因の火災で、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次の
いずれかに該当し、それによって臨時に費用が生じる場合
・保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき
・保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上またはその家財が全焼となったとき

〈保険金をお支払いする場合〉

ご契約条件により損害保険金の 10%または 30%　【１事故１敷地内ごとに 100 万円限度】〈お支払いする保険金〉

実際に支出した額　【損害保険金の 10％に相当する額が限度】〈お支払いする保険金〉

ご契約金額×5％　【１事故１敷地内ごとに 300 万円限度】〈お支払いする保険金〉

●10損害防止費用保険金
左記①～⑥の事故による損害の発生、拡大を防止するために消火活動等の必要または有益な費用を支出した場合〈保険金をお支払いする場合〉

実際に支出した額　【地震火災費用保険金の損害の発生および拡大の防止のために支出した費用を除きます。】〈お支払いする保険金〉
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主なオプション（特約）とその概要

●●！上記の2特約はセットでのご契約となります。なお、共同住宅（区分所有の専有部分を除く）にはセットできません。

保険証券記載の建物のドアのかぎが日本国内で盗難された場合において、
被保険者がドアロックの交換に必要な費用を負担された場合

ドアロックの交換のために、実際に支出された費用 
【1事故につき、3万円限度】

保険金をお支払いする場合

お支払いする保険金

保険証券記載の建物において、保険期間中に犯罪行為（注）が発生し、かつ、被保険者が
その犯罪行為と同種の犯罪行為を防止するために建物の改造費用を負担された場合
（注）不法侵入を伴った形跡があきらかなもので、ご契約者または被保険者がその犯

罪行為について警察署に届け出たものに限ります。

防犯装置を設置するために、犯罪行為発生の日から180日以内に実際に支出された費用
【1事故につき、20万円限度】

保険金をお支払いする場合

お支払いする保険金

（注）1個または1組の価額が30万円を超える美術品などで1個または1組ごとの損害の額が30万円を超える場合は、
損害の額（時価額）を1個または1組ごとに30万円とみなします。

●持ち出し家財保険金

お支払いする保険金

P3～4に記載の基本補償で補償する事故（通貨などの盗難の場合を除きます。）
の損害保険金をお支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物
の専用使用権付共用部分（バルコニーなど）についても損害が生じ、共同住宅の
居住者で構成される管理組合の規約にもとづき自己の費用で修理した場合

バルコニーなどの修理のために、実際に支出された費用
【1事故1敷地内ごとに10万円限度】

保険金をお支払いする場合

お支払いする保険金

明記物件（保険証券に明記された次に掲げる物（もの））にP3～4に記載の基本補
償で補償する事故（通貨などの盗難の場合を除きます。）が生じた場合
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個ま
たは1組の価額が30万円を超えるもの
・稿本（本などの原稿）、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物

基本補償での契約条件にもとづき、損害保険金および費用保険金をお支払い
します。ただし、損害の額は時価額により定めます。（1個または1組の明記物件の
損害保険金はご契約金額を限度とします。）

●！明記物件のご契約金額が時価額の80％未満となる場合、お支払いする保険金
は削減されますのでご注意ください。
●！盗難の場合は、1事故につき1個または１組ごとに100万円を限度とします。

保険金をお支払いする場合

お支払いする保険金

家財の追加補償

被保険者または被保険者と同居または生計を共にする親族によって保険証券記
載の建物から一時的に持ち出された家財に損害が生じた場合
●！置引きによる損害、自転車および原動機付自転車ならびにこれらの付属品
に生じた損害はお支払いできません。

保険金をお支払いする場合

１．保険証券記載の建物外における生活用の通貨、
小切手、切手または印紙、乗車券などの盗難

２．保険証券記載の建物以外の建物内における生活
用の預貯金証書（キャッシュカード含む）の盗難

３．上記１．２以外の家財の偶然な事故

損害の額
【1事故につき保険証券記載の支払限度額を限度】

損害の額
【1事故につき5万円限度】

損害の額（再調達価額）（注）
【1事故につき保険証券記載の支払限度額を限度】

事故内容 お支払いする保険金の額

1個または1組の価額が100万円を超える貴金属類がある場合、または1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類
の合計金額が300万円超となる場合に、この特約をセットすることをおすすめします。

P3～4に記載の基本補償で補償する事故（通貨などの盗難の場合を除きます。）によって
保険の対象である建物または家財が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合
・保険の対象が建物である場合には、その建物が半損（注1）以上となった場合
・保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半損（注1）以上となっ
た場合、またはその家財が全損（注2）となった場合

（注1）建物の主要構造部の損害の額が、その建物の再調達価額の20％以上となった場合、または建物の焼失もし
くは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20％以上となった場合をいいます。

（注2）家財の損害の額が、その家財の再調達価額の80％以上となった場合をいいます。

臨時に賃貸住宅を賃借または宿泊施設を利用したことによって生じる費用
【1か月につき10万円限度、かつ、1事故につき6か月限度】

保険金をお支払いする場合

お支払いする保険金

P3～4に記載の基本補償で補償する事故（通貨などの盗難の場合を除きます。）の損害保険金をお支払いする場
合において、それぞれの事故によってその建物の敷地内構築物（注）についても損害が生じ、これを修復した場合
（注）敷地内に所在する庭木、庭石、灯籠、物干、遊具、井戸などをいい、かき、鉢植および草花などを除きます。

庭石などの修復のために、実際に支出された費用
【1事故1敷地内ごとに10万円限度】

保険金をお支払いする場合

お支払いする保険金

保険証券記載の建物について、P3～4に記載の基本補償で補償する事故（盗難の場合を除きます。）の損害保険金をお支払いする場合において、次に
掲げる条件をすべて満たすときに、被保険者が建て替え費用を負担された場合および損害を受けた建物を取り壊すときの費用を負担された場合
・損害の額が、その建物の再調達価額の70％以上であること
・損害を受けた建物と同一用途の建物に建て替えること
●！損害発生日から2年以内に建て替えが完了することが必要となります。

●建て替え費用保険金／●取り壊し費用保険金

保険金をお支払いする場合

実際に建て替えに支出された費用
【再調達価額（注）から損害の額を差し引いた額が限度】
（注）再調達価額がご契約金額を超えるときは、ご契約金額とします。

●建て替え費用保険金
実際に取り壊しに支出された費用
【建て替え費用保険金×10%限度】

●取り壊し費用保険金

お支払いする保険金

建物の追加補償
盗難にあわれた後の防犯対策に！

まさかの災害で家に住めないときに！

建物の大半が損壊。建て替えを希望される方に！

高額な美術品・貴金属の補償です！

外出時の大切な持ち物を補償します！

バルコニーの損害にも備えられます！

お庭もご心配な方におすすめ！

●ドアロック交換費用補償特約

●防犯装置設置費用補償特約

●バルコニー等修理費用補償特約[専用使用権付共用部分修理費用補償特約]　

●持ち出し家財補償特約

●美術品等の明記に関する特約　

●臨時賃借・宿泊費用補償特約

●敷地内構築物修復費用補償特約

●建て替え・取り壊し費用補償特約

：建物を保険の対象とした場合にセット可能です。

建物
家財

：家財を保険の対象とした場合にセット可能です。建物 家財

建物
家財

家財

建物
家財

建物

建物

家財

建物
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主なオプション（特約）とその概要

大家さんへの補償

保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって近隣の住宅や
それらに収容された家財に類焼による損害が生じた場合（類焼の被害にあわれた方か
ら60日以内に通知されたものに限ります。）

保険金をお支払いする場合

被害者または受託物の所有者に対する損害賠償金、訴訟費用など
【1事故につき、個人賠償保険金1億円、受託品賠償保険金10万円が限度】

お支払いする保険金

次に該当する事故により借用戸室について損害が発生し
た場合で、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊
急的に自己の費用で現実にこれを修理した場合。ただし、
借家人賠償によって保険金を支払う場合を除きます。
①火災、落雷、破裂・爆発
②風災・ひょう災・雪災
③建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等
④給排水設備の事故等による水濡れ
⑤騒じょう、労働争議に伴う暴力・破壊行為
⑥盗難
⑦上記①～⑥以外の不測かつ突発的な事故

●修理費用
被保険者の借用戸室が次の事故により損害を受けた場合
において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対し、
法律上の損害賠償責任を負担する場合
①火災、破裂または爆発
②盗難
③給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または

いっすい

溢水に
よる水濡れ
④上記①～③以外の不測かつ突発的な事故

●借家人賠償責任

保険金をお支払いする場合

被保険者が実際に支出された修理費用
【1事故につき100万円限度】

●修理費用保険金
借用戸室の貸主に対する損害賠償金、訴訟費用など
【1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度】

●借家人賠償責任保険金

お支払いする保険金

損害の発生および拡大の防止のために実際に支出した、
必要または有益な消火活動の費用をお支払いします。

●損害防止費用保険金
類焼した建物や家財の損害の額
【保険期間を通じて1億円が限度（保険期間が1年を超える
場合は、1年ごとに1億円が限度）】

●類焼損害保険金

受託品（注2）が、次に掲げる間に損壊、紛失または盗取された
ことにより受託品について正当な権利を有する者に対し、被保
険者（注1）が法律上の損害賠償責任を負担する場合
・受託品が、住宅（保険証券記載の建物）内に保管されている間
・受託品が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時
的に住宅（保険証券記載の建物）外で管理されている間

●受託品賠償保険
被保険者（注1）が次の事故により他人の身体の障害または
他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負
担する場合
・住宅（保険証券記載の建物）および同一敷地内の動産の
所有、使用または管理に起因する偶然な事故
・被保険者の国内の日常生活に起因する偶然な事故
（注1）この特約における被保険者は、本人のほか次のいずれかに該当する方です。

①本人の配偶者　②本人またはその配偶者の同居の親族　③本人またはその配偶者の別居の未婚の子
（注2）被保険者が、日本国内において受託した財物をいいます。

●●！損害の額から他の保険契約の保険金の支払責任額の合
計額を差し引いた額をお支払いします。

●個人賠償保険

お支払いする保険金

保険金をお支払いする場合

ご近所への補償

他人への補償

その他の補償

次のいずれかに該当する場合に保険金をお支払いします。

●被保険者（注1）が国内外で個人情報または支払用カード（注2）の不正使用（注3）の被害を被ることにより、
その損害賠償請求に関して弁護士、司法書士、行政書士へ法律相談や相手方への交渉を依頼して費用を
負担した場合（下記のお支払いする保険金1、2をお支払いします。）
●被保険者が国内外で個人情報または支払用カード（注2）の不正使用の被害を被ることにより、金銭的
損害を被った場合（下記のお支払いする保険金3をお支払いします。）

●被保険者が国内外で金融機関窓口やATMなどを通じ、現金を引き出してから1時間以内に発生した現金
（業務用の現金を除きます。）の盗難事故により、損害を被った場合または死傷された場合（下記のお支払
いする保険金4、5をお支払いします。）
（注1）この特約における被保険者は、本人のほか次のいずれかに該当する方です。

①本人の配偶者
②本人またはその配偶者と同居または生計を共にする親族

（注2）支払用カードとは、キャッシュカード、クレジットカードなどの物品の購入、預貯金口座から現金を引き出せる
カードをいい、電子マネー、プリペイドカードなどの前払式証票は除きます。

（注3）不正使用とは、他人が被保険者の財産権を侵害する目的で不正な手段により、個人情報や支払用カードを使用
することをいいます。

ご契約期間中、次の保険金の合計額を500万円（保険期間が2年以上の場合は、各保険年度毎に500万円、保険期
間を通じて1,000万円が限度）を限度にお支払いします。

保険金をお支払いする場合

●！ご契約期間が5年以下の場合のみセットできます。

法律相談費用保険金
1回の法律相談あたり1万円（1回の事故あたり5万円）を限度に負担された法律相談費用をお支払いします。

1

損害賠償請求費用保険金
1回の事故あたり300万円を限度に、弁護士、司法書士、行政書士への着手金、報酬金、公的機関に支払うその他の
実費などの損害賠償請求費用から自己負担額（3万円）を差し引いた額をお支払いします。

2

支払用カード・個人情報不正使用保険金
1回の事故あたり100万円を限度に、被保険者が被った金銭的損害（注4）から自己負担額（3万円）を差し引いた額
をお支払いします。
（注4）法律、カード会員規約などにより補償・免除される額を除きます。

3

途中ねらい盗難保険金
1回の事故あたり200万円を限度に、被保険者が被った損害の額（注5）から自己負担額（3万円）を差し引いた額を
お支払いします。
（注5）基本補償や他の保険・共済などにより補償される額を除きます。

4

途中ねらい傷害保険金
①事故日から180日以内に死亡された場合、1回の事故あたり100万円をお支払いします。
②事故日から180日以内に入院された場合、入院日数に応じて2万円～10万円をお支払いします。
③事故日から180日以内に通院された場合、通院日数（注6）に応じて1万円～5万円をお支払いします。
（注6）5②の入院日数を除きます。

5

お支払いする保険金

カード 個人情報 途中ねらい

賃貸住宅にお住まいの方におすすめ！

ご近所へ延焼させてしまった場合の備えとして！

ペットを飼っている方や自転車をよく利用する方におすすめ！

スキミング被害やフィッシング詐欺への備えです！

［支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約］
●借家人賠償責任・修理費用補償特約

●類焼損害補償特約

●！「i・セキュア」は、支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約の
ペットネーム（愛称）です。

●個人・受託品賠償責任補償特約（日本国内のみ補償）

：建物を保険の対象とした場合にセット可能です。 ：家財を保険の対象とした場合にセット可能です。建物 家財

建物
家財

建物
家財

家財
家財
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重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）

1.商品の仕組み

“保険金をお支払いする主な場合”および“保険金をお支払いできない主な場合”ならびに“地震保険について”のご説明は、次のとおりです。
詳しくはホームライフ総合保険普通保険約款・特約（以下「保険の約款」といいます。）、ご契約のしおり、パンフレットにてご確認ください。

2.補償内容

（1）保険金をお支払いする主な場合
①損害保険金
次の事故のうち、ご契約時にお選びいただいた項目（保険証券に○印が記載されます。）により保険の対象が損害を被った場合に、損害保険金をお支払
いします。自己負担額が設定されている場合には、その額を控除してお支払いします。

●契約概要のご説明

（注）通貨等の盗難についての主な保険の対象は、通貨・小切手・切手または印紙、預貯金証書（キャッシュカード含む）、乗車券等とします。

対象となる事故

（ア） 火災、落雷、破裂または爆発　※必ずセットされます。

（イ） 風災・ひょう災・雪災

（ウ） 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等

（エ） 給排水設備の事故等による水濡れ

（オ） 騒じょう、労働争議に伴う暴力・破壊行為

（カ） 盗難

（キ） 通貨等の盗難（注）

（ク） 水災（台風・暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩
れ等）

（ケ） （ア）～（ク）以外の不測かつ突発的な事故

②費用保険金
前記①の他、事故の際に必要となる費用として、ご契約時にお選びいただいた次の費用保険金（保険証券に○印が記載されます。）をお支払いします。

前記①損害保険金の（ア）～（カ）または（ク）の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって臨時に生じ
る費用をお支払いします。事故時諸費用保険金

ご契約者または被保険者が、前記①損害保険金の事故による損害の発生および拡大の防止のために実際に支出した、必要
または有益な消火活動の費用をお支払いします。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害の発生およ
び拡大防止のために支出した費用は対象となりません。

損害防止費用保険金

前記①損害保険金の（ア）～（カ）または（ク）（ケ）の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって、損害
を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取片づけ費用をお支払いします。

残存物取片づけ費用
保険金

3.セットできる主な特約およびその概要
ご希望により、ご契約にセットできる主な特約は次のとおりです。
特約の詳細およびその他の特約につきましては、保険の約款、ご契約のしおり、パンフレットにてご確認ください。

②前記（1）保険金をお支払いする主な場合に記載の①損害保険金における（ケ）不測かつ突発的な事故の場合
（ア）保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意を

もってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害については除きます。
（イ）保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由

またはねずみ食いもしくは虫食いなどによって生じた損害
（ウ）不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
（エ）携帯電話（PHSを含む）、ポケットベル、ポータブルカーナビゲーションなどの移動体通信端末機器・電子式航法装置およびこれらの付属品に

ついて生じた損害
（オ）携帯式電子機器（ラップトップ、ノート型パソコン、電子手帳など）およびこれらの付属品について生じた損害　　　　　　　　　　　　など

（3）地震保険について
地震保険は単独ではご契約できません。ホームライフ総合保険では、地震などによる火災（およびその延焼・拡大損害）によって生じた損害は補償さ
れません。地震保険の契約をご希望されない場合には、申込書の「地震保険ご確認欄」に契約しない旨の確認のご捺印をお願いします。
① 保険金をお支払いする主な場合
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象である建物または家財に損害が発生した
場合に、保険金をお支払いします。
（注）「1．商品の仕組み」《保険の対象とならない主なもの》に記載のほか、次の物は地震保険では保険の対象となりません。
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類など

② お支払いする保険金

③保険金をお支払いできない主な場合
・ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
・地震などの際における保険の対象の紛失または盗難
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
・地震などが発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（2）保険金をお支払いできない主な場合
“保険金をお支払いできない主な場合”は次のとおりです。
ここでは主な場合のみ記載していますので、詳しくは保険の約款、ご契約のしおり、パンフレットでご確認ください。
①前記（1）保険金をお支払いする主な場合に記載の①損害保険金の（ア）～（ケ）共通
（ア）ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
（イ）ご契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
（ウ）前記（1）保険金をお支払いする主な場合　①損害保険金の（ア）～（オ）までの事故または（ク）（ケ）もしくは②費用保険金の地震火災費用保険金の

事故の際における保険の対象の紛失または盗難
（エ）保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難
（オ）保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失
（カ）戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
（キ）地震もしくは噴火またはこれらによる津波　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

一　部　損

全　　　損 建物・家財それぞれの地震保険の
ご契約金額の100%（時価が限度）

下記1が3％以上20％未満
または建物が床上浸水（地盤面より45cm
を超える浸水を含む）を受け損害が生じた
場合（上記「全損」、「半損」以外）

下記1が50％以上
または2が70％以上の場合

損害の額が家財全体の時価の80％
以上の場合

半　　　損 建物・家財それぞれの地震保険の
ご契約金額の50%（時価の50%が限度）

下記1が20％以上50％未満
または2が20％以上70％未満の場合

損害の額が家財全体の時価の30％
以上80％未満の場合

建物・家財それぞれの地震保険の
ご契約金額の5%（時価の5%が限度）

損害の額が家財全体の時価の10％
以上30％未満の場合

損害の程度（注1） お支払いする保険金（注2）
損害割合

建　物 家　財

概　要主な特約

家財が保険の対象である場合で、被保険者または被保険者と同居または生計を共にする親族によって保険証券記載の
建物から一時的に持ち出された家財について生じた損害に対して、保険金をお支払いします。持ち出し家財補償特約

保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって近隣の住宅や家財について類焼による損害が
生じた場合に対して、保険金をお支払いします。類焼損害補償特約

ご契約前に必ずご確認いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
なお、ここではご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
ご不明な点などがございましたら、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
また、ご契約者と被保険者の方が異なる場合には、
この内容を被保険者の方にもご説明くださるようお願いいたします。
印を記載した項目はお客さまにとって特に重要な情報ですので、ご注意ください。

地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損
害の状況が次のいずれかに該当し、それによって臨時に生じる費用をお支払いします。
（ア）保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき。
（イ）保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき、またはその家財が全焼となっ

たとき。

地震火災費用保険金
※支払割合を拡大する
　特約があります。

※必ずセットされます。

ホームライフ総合保険は「火災保険」で、保険の対象となる専用住宅または併用住宅（事務所兼住宅など）の建物およびこの建物内の家財（注1）が、火災など
のさまざまな偶然な事故により損害を被った場合に、再調達価額（注2）を基準に保険金をお支払いするものです。また、地震保険はご希望されない場合を除
き、ホームライフ総合保険にあわせてご契約いただきます。地震保険をご契約いただかない場合は、地震・噴火・津波による損害（延焼・拡大損害を含みま
す。）は補償されません。各補償の内容は、下記2．補償内容をご確認ください。
（注1）建物のみを保険の対象としたご契約では、家財の損害は補償されません。なお、家財で保険の対象とならない主なものは次のとおりです。
《保険の対象とならない主なもの》
•自動車（自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。）
•通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、切手または印紙など（通貨等の盗難を除きます。）
•動物または植物
•稿本（本などの原稿）、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの　　　　　　　　　　　　　　　など

（注2）再調達価額とは、保険の対象と同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額をいいます。

1建物の時価に対する主要構造部（基礎、柱、壁、屋根など）の損害の額の割合
2建物の延床面積に対する焼失、流失した床面積の割合
（注1）損害の程度である「全損」、「半損」および「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳しくは保険の約款、ご契約のしおりにて

ご確認ください。
（注2）お支払いする保険金は、1回の地震などによる損害保険会社全社の支払保険金総額が5兆5,000億円を超える場合、算出された支払保険金総

額に対する5兆5,000億円の割合によって削減されることがあります。（2011年（平成23年）4月現在）

家財が保険の対象である場合で、保険証券記載の保険金額にかかわらず補償の限度額（1個または1組ごとに100万円、
1事故あたり300万円）が設定される次の（ア）に掲げる美術品などに対して、または、保険の対象とならない次の（イ）に
掲げる稿本などを保険の対象として、個別に保険金額を設定する特約です。
（ア）貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
（イ）稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物

美術品等の明記に
関する特約

【個人賠償保険】
被保険者が次の事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担すること
によって被った損害に対して、保険金をお支払いします。
（ア）住宅および同一敷地内の動産の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
（イ）被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

【受託品賠償保険】
受託品が次に掲げる間に損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことにより、受託品について正当な権利を有する者に
対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
（ア）受託品が、住宅内に保管されている間
（イ）受託品が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間

個人・受託品
賠償責任補償特約
（日本国内のみ補償）
（この特約における被
保険者は、本人、本人
の配偶者、本人または
その配偶者の同居の
親族、本人またはその
配偶者の別居の未婚
の子となります。）
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重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）

AIU／スイートホームプロテクション／パンフレット／4C　　P-14AIU／スイートホームプロテクション／パンフレット／4C　　P-13　（10.09.21.入稿-松）　2011.03.03.松　03.08.松　03.14.M　03.23.松　03.23.入稿-松

4.保険期間

5.引受条件（保険金額など）

■再調達価額の算出方法

この保険の保険期間（保険のご契約期間）は、原則1年間ですが、1年超の長期契約も可能です。実際にご契約いただく保険期間につきましては、申込書に
てご確認ください。また、満期のご案内については、ご契約の満期日より2～3か月前に、ご継続のご案内をいたしますが、ご継続の際のお手続きは原則とし
て保険ご契約者ご自身で行っていただくこととなりますので、ご了承ください。

（1）保険金額

建  物

ご契約期間が10年を超える長期契約について （長期保険保険料一括払特約（料率変更条項付））

保険金額は建物・家財ともに再調達価額（注1）に合わせてご契約ください。ご契約の保険金額は千円単位の設定となります。再調達価額を超過して保険金
額をお決めになられても、保険金のお支払いは再調達価額が限度となります（注2）。
（注1）再調達価額とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額をいいます。
（注2）ご契約の時に保険金額が保険価額を超過していた場合、かつ故意または重大な過失がなかった場合は、超過部分について取消しをすることができ

ます。その取り消された部分に対応する保険料は全額返還します。

（注）追加保険料が必要となる場合、追加保険料のお支払いにかえて、ご契約期間を短縮するなど所定の方法を選択いただくこともできます。
10年目（ご契約期間開始日応当日）

▲
20年目（ご契約期間開始日応当日）

▲
30年目（ご契約期間終了）

▲
ご契約期間開始日
▲

■例 ご契約期間30年でご契約された場合

ご契約時に一括でお支払いいただいた保険料ご契約時に一括でお支払いいただいた保険料

①建築時の建物取得額の確認による方法…売買契約書などでご確認いただける建築時の建物取得額に物価変動などを反映させて
評価額を算出する。（年次別指数法）

②簡易評価による方法………………………建物の専有延床面積に平均建築単価／㎡を乗じて評価額を算出する。（新築費単価法）
評価方法につきましては取扱代理店または弊社へお問い合せください。

家  財 お客さまが所有されている家財を積算によりお見積りください。なお、世帯主の年令・専有延床面積をもとに、下表を使って簡易的に再調
達価額を算出することもできます。

ご契約金額は「評価額」を参考に設定されることをお勧めします。評価額の算出方法は次の方法があります。

《美術品等の取扱い》
上表には貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものは含まれていません。

参考：〔平均的な家財の再調達価額の例〕（単位：万円）

29才以下
30才～34才
35才～39才
40才～44才
45才～49才
50才以上

専有延床面積

523
683
931
1,115
1,259
1,331

40㎡以上
50㎡未満

602
782
1,061
1,268
1,430
1,511

50㎡以上
60㎡未満

683
883
1,193
1,423
1,603
1,693

60㎡以上
70㎡未満

696
896
1,206
1,436
1,616
1,706

70㎡以上
80㎡未満世帯主年令

709
909
1,219
1,449
1,629
1,719

722
922
1,232
1,462
1,642
1,732

90㎡以上
100㎡未満

80㎡以上
90㎡未満

734
934
1,244
1,474
1,654
1,744

100㎡以上
110㎡未満

745
945
1,255
1,485
1,665
1,755

110㎡以上
120㎡未満

757
957
1,267
1,497
1,677
1,767

120㎡以上
130㎡未満

300

独身世帯

（1）保険料の割増引について

6.保険料
保険料は、保険金額（保険のご契約金額）、保険期間（保険のご契約期間）、建物の所在地・構造、建築年月などによって決定されます。実際にご契約
いただくお客さまの保険料につきましては、申込書にてご確認ください。

■建物の性能や設備に関する割引

耐火性能割引（T構造耐火性能割引・H構造耐火性能割引）
外壁の耐火時間が60分以上（T構造耐火性能割引）または45分以上（H構造耐火性能割引）に該当する建物で、建築確認申請書第四面にて
確認ができる場合、その写しをご提出いただくことで適用できます。
確認資料：建築確認書（写）、建築確認申請書（写）、建築住宅性能評価書（写）、設計住宅性能評価書（写）
※ご契約期間の中途においてこの割引は適用できません。

オール電化住宅割引
オール電化住宅（住宅内の空調、給湯、調理などのすべての設備を電気でまかなう住宅）である場合、弊社所定の申告書をご提出いただく
ことで適用できます。
確認資料：「オール電化住宅割引」／「発電エコ住宅割引」適用に関する申告書
※ご契約期間の中途においてこの割引は適用できません。

発電エコ住宅割引
国の補助金交付の対象となる住宅用太陽光発電システムまたは燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）を備え付けた建物
の場合、弊社所定の申告書をご提出いただくことで適用できます。
確認資料：「オール電化住宅割引」／「発電エコ住宅割引」適用に関する申告書
※ご契約期間の中途においてこの割引は適用できません。

■新築物件に関する割引

新築物件割引 2010年1月1日以降に新築された建物または建物内の家財をご契約いただく場合に適用します。

■一定期間経過物件に関する割増

建築年割増 1980年12月31日以前に建築された建物または建物内の家財をご契約いただく場合に適用します。

■地震保険に関する割引

■たばこを吸わない方に対する割引

ノンスモーカー割引（喫煙事故の保険金支払に関する特約）　   ※ご契約期間1年の場合のみ

喫煙による事故では保険金をお支払いできません。
※一時的な来訪者の喫煙や、通行人のたばこの投げ捨てなどが原因の事故は補償の対象となります。
※非喫煙対象者の方が喫煙を始めた場合は、弊社への通知が必要となります。ただし、本特約を削除する旨の通知漏れがあった場
合、1回に限り救済措置が適用され、支払われる損害保険金の20％（上限100万円）を差し引いた額を保険金としてお支払いします。！ご注意ご注意

（2）その他引受に関する条件
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他美術品について補償の対象となる損害が生じた場合は、1個または
1組ごとに時価額（注）を基準として100万円、かつ、1事故300万円を限度に保険金をお支払いします。なお、これらの物が1個または1組100万円を超える
場合、または、これらの物の合計額が300万円を超える場合につきましては、別途、「美術品等の明記に関する特約」をご検討ください。
なお、地震保険では、1個または1組の価額が30万円を超えるこれらの物は対象となりませんのでご注意ください。
（注）時価額とは、再調達価額から「使用による消耗分」を差し引いた額のことをいいます。

建物内で喫煙を行わない非喫煙世帯向けの割引です。お客さまから本割引（特約）のご要望があった場合、適用できます。

料率が上がった場合、残期間の
差額分をお支払いいただきます。（注）

料率が下がった場合、
残期間の差額分をお返しします。

①保険期間は最長36年となります。
●ご契約期間が10年を超えるご契約については、10年ごとのご契約期間開始日の応当日時点における料率により、残りのご契約期間の保険料を再
計算し、その差額を返還または請求させていただきます。
●ご契約期間10年以内のご契約については、保険料の調整は行いません。
②ご契約締結時は、ご契約期間開始日時点の料率で計算したすべてのご契約期間分の保険料を一括してお支払いいただきます。
③お客さまの手続き上のご負担を軽減するため、ご契約期間開始日（または10年ごとのご契約期間開始日の応当日）から10年以内に料率の変更が生じた
場合でも、次の10年目応当日まで保険料の中途調整は行いません。

（3）地震保険
地震保険だけではご契約できません。ホームライフ総合保険にセットして地震保険をお申し込みください。ホームライフ総合保険の保険期間中での地震保
険のセットも可能です。
①保険の対象は、ホームライフ総合保険と同じく「居住用の建物」および「家財」をお選びいただけます。
②保険金額は建物、家財ごとに、ホームライフ総合保険の保険金額の30%～50%の範囲内でお決めください。ただし、建物の場合5,000万円、家財の場合
1,000万円が限度となります。2以上の世帯の居住する共同住宅または長屋建物である場合、建物の保険金額の50％以下かつ「5,000万円×戸数」が限度
となります。
③すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、上記②の限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。
（注）大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険

の新規契約または保険金額の増額契約はお引き受けできません（同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。）のでご注意ください。

（注1）複数の割引を重複して適用することはできません。（注2）国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。（注3）建築
確認申請書（写）など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。（注4）いずれの資料も記載された建
築年月により1981年（昭和56年）6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。

建築年割引 10％

割引（注1） 割引率 確認資料適用できる条件

1981年（昭和56年）6月1日以降に新築された建物であ
る場合
（2001年（平成13年）10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用）

建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済
証などの公的機関等（注2）が発行（注3）する書類（写）また
は宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書（写）（注4）

免震建築物割引 30％ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震
建築物である場合
（2007年（平成19年）10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用）

建設住宅性能評価書（写）〈未交付の場合は設計住宅性能評
価書（写）〉、①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進
に関する法律に基づく認定書類（写）および②「技術的審査
適合証」など免震建築物であることが確認できる書類（写）※
※ 長期優良住宅に関する認定書類については、2011年（平成23年）7月
1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。

耐震診断割引 10％

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結
果、改正建築基準法（1981年（昭和56年）6月1日施行）
における耐震基準を満たす場合
（2007年（平成19年）10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用）

耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準（2006
年（平成18年）国土交通省告示第185号）に適合するこ
とを地方公共団体、建築士などが証明した書類（写）、耐
震診断または耐震改修の結果により減税措置を受ける
ための証明書（写）（耐震基準適合証明書、住宅耐震改
修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書）

耐震等級割引 10～30%

・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐
震等級（構造躯体の倒壊等防止）を有している場合
・国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級（構造躯
体の倒壊等防止）の評価指針」に基づく耐震等級を有し
ている場合

（2001年（平成13年）10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用）

建設住宅性能評価書（写）〈未交付の場合は設計住宅性能評価
書（写）〉、耐震性能評価書（写）、①「認定通知書」など長期優良
住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類（写）および
②「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類（写）※1・2
※1 長期優良住宅に関する認定書類については、2011年（平成23年）7月
1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
※2 「認定通知書」など上記①のみご提出いただいた場合には、耐震等
級割引（20%）が適用されます。
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